
 

 

 

2024年９月18日 

各 位 

会 社 名  株 式 会 社 一 蔵 

代表者名  代 表 取 締 役 社 長  河 端 義 彦 

(コード：6186 東証スタンダード市場) 

問合せ先  管理本部総務部次長 安 達 泰 之 

  ( T E L： 0 3 - 5 2 9 7 - 5 1 5 1 ) 

 

訴訟の終了に関するお知らせ 

 

 当社は、2024 年７月 23 日付「訴訟の提起に関するお知らせ」において公表いたしました 

コンプロテック株式会社に対する請負代金返還請求訴訟に関して、訴訟が終了いたしました 

ので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 終了決定を行った裁判所及び年月日 

東京地方裁判所 2024 年９月 18 日 

 

2. 訴訟の相手方の概要 

① 名称         コンプロテック株式会社 

② 本店所在地      大阪府大阪市北区堂島２丁目３番２号  

           堂北ビルディング７階 

③ 訴訟における代表者  古澤 彰憲 

 

3. 訴訟の終了の経緯 

当社は、2024 年７月 23 日付でコンプロテック株式会社に対する請負代金返還請求 

訴訟を東京地方裁判所に提起いたしました。 

2024 年８月 30 日、東京地方裁判所において第１回口頭弁論が開かれ、当社に対して 

 151 百万円の返還を命ずる判決が言い渡されました。控訴期間の 2024 年９月 17 日まで 

に相手方からの控訴がなされなかったことから、今般、判決が確定いたしました。 

 

4. 今後の見通し 

 本件が当期の業績に与える影響は、軽微であります。今後、開示すべき事項が発生 

した場合には速やかにお知らせいたします。 

 

以 上 


